
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

 (2) 職員給与費の状況（普通会計予算）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　給与費は当初予算に計上された額である。

 (3) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

    （注）１  ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の
　　　　　　給与水準を示す指数である。
　　　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を
　　　　　　単純平均したものである。

区　　分

区　分

18.6

　　　　　千円
213,929

職員数 給 与 費 一人当たり給与費

　　　　　　Ａ

12,063

歳　出　額　

　　　　　　Ａ

住民基本台帳人口

　　　　　（16年度末）

津南町の給与・定員管理等について

実質収支 （参　　考）

　　　　Ｂ／Ａ　　

20.5

　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円

人 件 費 率

１５年度の人件費率

　　　　　　　　　　　％

　　　　千円
5,769

人 件 費

　　　　　　Ｂ

　　　　　　％

178,999 1,208,352

　　　　　　　　Ｂ／Ａ　　

　　　　　　千円
545,123

　　　　　千円
54,368

期末・勤勉手当 　　　　　計　　　　　Ｂ

　　　　　　千円
813,420

16年度

17年度

人　

　　人
141

5,881,533

給　 料 職員手当

89.9

95.9 96.2

87.1

93.5 93.7

82

84

86

88

90

92

94

96

98

津南町 類似団体平均 全国町村平均

平成１２年 平成１７年
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（１７年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円

円

歳 円 円

歳 円 円

円

　　　　②技能労務職

歳 円 円

円

歳 円 円

円

歳 円 円

円

歳 円 円

歳 円 円

円

歳 円

（注）１　「平均給料月額」とは、１７年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均で
 　　　　 ある。                                                                          
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、調整手当、住居手当、時 　　

(2) 職員の初任給の状況（１７年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 － －

円 円 － －

うち学校給食員

国

初任給

120,600

296,609

技能労務職

２年後の給料

184,400

148,500

302,997

316,350

254,400

292,180

283,300

283,300

287,980

362,816

356,418

273,900

382,092

336,938

280,105

329,728

平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額

40.3

331,061

246,942

371,286

まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

国

170,700

138,800

初任給

津　　　　南　　　　町

184,400

148,500

２年後の給料

285,00848.1

また、下段は国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含

区 分

類 似

56.4 283,300

42.7

うち用務員
56.1

団 体

平均給料月額 平均給与月額　　　　　　区　　分 平　均　年　齢

360,835

津南町

279,79047.0

手当込みのものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。

43.2

－　　　

間外勤務手当などの諸手当の額を合計したものである。このうち、上段はこれら全ての諸

類似団体

民間事業者平均

170,700

138,800
一般行政職

145,500

128,100

136,000

大　学　卒

高　校　卒

高　校　卒

中　学　卒

津南町

国

46.0

区 分
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(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（１７年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

３　一般行政職の級別職員数等の状況
　 (1) 一般行政職の級別職員数の状況（１７年４月１日現在）

（注）１　○○市区町村の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

(2) 昇給期間短縮の状況
　

技能労務職

246,000

　　　　　　１４　人

18.1%

経 験 年 数 １ ０ 年 経 験 年 数 １ ５ 年

　　　　　　　９　人

　　　　　　１９　人

経 験 年 数 ２ ０ 年

　　　　　　1　人 0.9%

（経験20～25年）
337,025

（経験15～20年）
201,533

（経験20～25年）
259,900

３　　級

４　　級

職員数

293,600

249,200
一般行政職

８　　級

５　　級

６　　級

　　　　　　　９　人

区　　　　　　　　　　　　分

6

6

　　　　　　１４　人

　　　　　　　３　人

普通昇給機関（１２～２４月）を

短縮して昇給した職員数

中　学　卒

13.3%

34.3%

13.3%

2.9%

8.6%

高　校　卒

高　校　卒
（経験15～20年）

256,350

（経験20～25年）
321,650

8.6%

　　　　　　３６　人

195,500

（経験10～15年）
214,500

大　学　卒

７　　級

構成比

区　　　         分

２　　級

主事補、技師補

主事、技師

区　　分

１　　級

標準的な職務内容

　　　　　　　　　人

１５年度

　　　　　　　　　％

全　職　種

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ

　　　　　　　　　人

普通昇給機関（１２～２４月）を

短縮して昇給した職員数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ

　　　　　比　　　　　　　　　　　率

主事、技師

111

主任、主任保育士、主任文化財専門員

主査、保育園長

副主幹

　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ／Ａ

主幹

参事

　　　　　　　　　％

5.4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ

　　　　　比　　　　　　　　　　　率

　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ／Ａ

　　　　　　　　　人

　　　　　　　　　人

5.6

１６年度

職 員 数

職 員 数

108
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４　職員の手当の状況

 (1) 期末手当・勤勉手当

千円　

（17年度支給割合） （17年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

（　　　） 月分 （　　　） 月分 （１．６） 月分 （０．７） 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

(2) 退職手当（１７年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１人当たり平均支給額　　 千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給

　　　された平均額である。

 (3) 特殊勤務手当（１７年４月１日現在）

千円

　円

　％

 (4) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

４時間以上１回　３，３００円
２～４時間１回　２，９００円
２時間未満１回　２，１００円

日額　230円

46,002

予算の範囲内で町長が
定める

日額　１，０００円

死人１回　３，０００円
病人１回　１，０００円

医療職（一）以外の職員

（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年

42.12

　津　　　　　　　　　　南　　　　　　　　　　町 国

１人当たり平均支給額（16年度） －

33.75

3.0

医療職（一）以外の職員 感染症救護防疫作業

行旅死人の死体の処理
又は行旅病人の救護作業

深夜において行われる
看護業務に従事

主な支給対象業務

職員全体に占める手当支給職員の割合（16年度）

手当の種類（手当数）

支給実績（16年度決算）

医療手当

手当の名称 主な支給対象職員

放射線取扱手当 放射線取扱作業に従事する職員

行旅死病人取扱手当

支給実績（１５年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（16年度決算）

看護職員夜間看護手当

920,045

19.3

182

　津　　　　　　　　　　南　　　　　　　　　　町

（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年

23,913

21.0

支給実績（１６年度決算）

59.28

1,540

1,769

42.12

5

医療職（一）の職員

支給職員１人当たり平均支給年額（１６年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（１５年度決算）

津南病院において医療
に従事する医師

放射線を人体に対して
照射する作業に従事

危険手当

国

47.5 59.28 47.5

33.75

47.5 47.5 59.28

59.28

44,105

187

42,531

左記職員に対する支給単価

1.43.0 1.4

27.3 21.0 27.3
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(5) その他の手当（１７年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

５　特別職の報酬等の状況（１７年４月１日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

月分

月分

3.3

3.3

　（支給時期）

30,653

（１６年度決算）
国の制度と
異なる内容

退職した日から１月以内

947

給料月額×在職月数×２３／１００

273,000

市 区 町 村 長

退
職
手
当

議 長

議 員

助 役

市 区 町 村 長

収 入 役

収 入 役

議 長

報
酬

期
末
手
当

区 分 給 料 月 額 等

夜勤手当
20時～５時までの勤務
1時間給与額に25％

同

20,411 千円

給
料

688,000

527,000

498,000

助 役

収 入 役

　　（１７年度支給割合）

192,000

副 議 長 210,000

　　（１７年度支給割合）市 区 町 村 長

（参考）類似団体における最高／最低額

346,000864,000

681,000 447,000

250,000 173,700

270,000

498,000

327,000 257,800

634,000

副 議 長

議 員

　　（算定方式）

給料月額×在職月数×４４／１００

助 役 給料月額×在職月数×２６／１００

251,254

67,607

51,433

180,784

199,000

同

（１６年度決算）

7,412支給額等管理職手当

千円
病院職員
の額

8,292

8,795

内容及び支給単価
国の制度

同
配偶者　13,500円
子どもなど
　　　　　5,000円～16,000円

通勤手当

新築又は購入から５年間
　　　　　　　　　2,500円
借家は家賃に応じて最高
　　　　　　　　27,000円

扶養手当

宿日直手当

寒冷地手当

同

同

交通機関利用者は
運賃に応じ最高　55,000円
自動車等使用者は片道
距離に応じ　2,000～24,500
円
病院長給料月額の15％以内
副院長給料月額の7.5%以内
科長、総看護師長 30,000円
看護師長、保健師長、
技師長　　　　 　20,000円
保育園長　　　　16,000円
課長、班長      10,000円

異

住居手当

異
役場職員日額 　4,200円
病院医師日額　20,000円
病院職員日額　 5,100円

手　当　名 との異同

千円

60,967

81,321

5,741 千円 143,531

千円

千円

平均支給年額
支給職員１人当たり支給実績

11月～翌年３月まで月額
世帯主で扶養親族のある者
　　　　　　　　17，800円
その他の世帯主である者
　　　　　　　　10,200円
その他の者　7,360円

千円
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６　職員数の状況

　(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

2 2

12

12

▲３

1

事業終了及び縮小に伴う減

▲３

▲１

農 林 水 産

7

24

48

総 務

税 務

民 生

衛 生

対前年
増減数

260 ▲６

21

主 な 増 減 理 由

51

8

27

14

11

▲２

大課制による事務の統合に伴う減

　　　　　　　　同　　　　上

6 業務増

1 特別会計廃止に伴い一般会計が増

6

5 1

[   　　 ３２１         

101

114 1

[ 　　　３２１         [           ］

6

101

115

125 ▲７

平成１６年

保育士退職者不補充
大課制による事務の統合に伴う減

住民健康管理業務増

5

3

職 員 数

商 工

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

2121

平成１７年

一
般
行
政
部
門

議 会 3

6

土 木 6 6

21

118

小　計

小　計

特別行
政部門

教 育

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　　 門

病 院

そ の 他

小　計

下 水 道

水 道

合　　計
254
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(2) 年齢別職員構成の状況（１７年４月１日現在）

　

(3) 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況

　①　定員適正化目標（数・率）

 ②　平成２２年４月１日現在における定員の数値目標

人

253

計

40歳

区　分

32歳 36歳

35歳

～ ～

未満

～ ～ ～ ～

56歳 60歳52歳48歳

人 人

～

23歳

～ ～～
人 人 人

44歳

人

20歳 20歳 24歳 28歳

人

27歳 31歳 59歳55歳43歳 47歳 51歳

人

39歳

18 15 37 65

人 人 人

10 4

平 成 18 年 4 月 1 日 平成23年3月31日 全職員合計２４３人

全職員合計２４３人

数値目標

46 2018

計画期間

職員数

始　期 終　期

20

人

以上

0

5

10

15

20

25

30

構成比

５年前の構成
比

%
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③　定員適正化計画の年次別進捗状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

（注）１　計画期間は、１３年～１７年の５年間である。

      ２　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。

（参考） （各年４月１日現在）

特別行政

減 員

差 引

数値目標

１３年～１７年

職員数 22 22

（参考）

数値目標

計画前年 １　年　目 ２　年　目 ３　年　目 　　計

計画前年

一般行政

減 員

増 員

差 引

職員数

　　　　　　　　　区　　分

部　　門 １　年　目 ２　年　目 ３　年　目 　　計

平成１２年 平成１３年 平成１４年 平成１５年

5 3 4 27

平成１５年 １３年～１７年 （参考）

1 2 1

▲２０　（250％）

7

118

　　　　　　　　　区　　分

部　　門

平成１２年 平成１３年 平成１４年

130

▲４

138 134 133 130

2

増 員 1 1

21 22

1 ▲１ ▲１　（　　％）

23 22

公営企業
等  会  計

減 員 3

増 員 3

差 引 ▲２　（150％）

4 7

1 5

職員数 117

▲４ 1

114117 113

計

減 員 3

差 引

増 員

職員数 139

9

3 1

4 1

▲３

139 136 136 136 137

1

▲１ ▲３

115

1

▲３　（150％）

6

115
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